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令和元年度南陽市公営企業会計決算審査意見の提出について 

 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された、令和元年度南陽市水道

事業及び下水道事業の決算について審査した結果、次のとおり意見を提出する。 
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令和元年度 南陽市公営企業会計決算審査意見 

 

 

 

第１ 審査の対象 

   令和元年度 南陽市水道事業会計決算 

   令和元年度 南陽市下水道事業会計決算 

 

第２ 審査の概要 

   決算の審査は、令和２年６月１１日付け水第１９８号、水第１９９号をもって市

長から審査に付された決算報告書及び財務諸表が、経営成績並びに財政状態を適正

に表示しているか否かについて審査した。 

   審査の方法は、会計伝票、関係諸証拠書類との照合を行うとともに、諸資料につ

  いては必要に応じ関係職員から説明を聴取し、貯蔵品の検査は年度末の実地棚卸に

  立ち会い、現物の確認を行なうとともに、例月出納検査を参考とし審査を行った。 

 

第３ 審査の結果 

   審査に付された決算報告書及び財務諸表は、地方公営企業法その他関係法令に準

拠して作成されたもので、経営成績及び財務状態を適正に表示しており、決算の計

数については正確で正当なものと認められた。 

   なお、決算諸表の表示するところにより、業務概況、予算の執行状況と経営成績

及び財政状態を分析検討した結果は次のとおりである。 
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分  析  の  結  果 

 

１ 水道事業会計 

 

 水道事業では「安全で安心なおいしい水の安定供給」を基本理念として掲げ、運営面では「安全で

安定した水の供給」、経営面では「サービス水準の向上と健全な水道経営」、施設面では「効率的・計

画的な整備と災害に強い水道の構築」に努めている。また、平成 28 年度からは小滝簡易水道事業を統

合し、事業を実施している。 

当年度の決算状況は、事業収益が前年度と比べ 775 万 5 千円(1.0％）減少の 7 億 7,532 万 9 千円で、

事業費用は前年度と比べ 2,121 万 7 千円（3.1％）増加の 7 億 1,305 万円となり、6,228 万円の純利益

を計上している。また、当年度未処分利益剰余金は、3億 8,502万円となる。 

 営業未収金については、前年度より 177 万 2 千円（2.7％）増加し、6,633 万円となっている。また、

水道料金の現年度収納率は 97.2％で、前年度の収納率と比較して 0.1 ポイント下降しており、過年度

分の収納率は 31.0％で、前年度より 5.9 ポイント下降している。今後、なお一層の未収金の収納対策

強化に努められたい。 

当年度の配水管等の工事費は総額で 1 億 8,327 万円となり、うち 5,000 万円を企業債、残りを単独

事業として実施した。このうち、2,833万 3 千円で 572.0ｍの管渠を新たに整備している。また、老朽

管更新に伴う配給水管布設替及び道路整備関連の移設のため、1億 4,750万 2千円で 1,701.7ｍの管渠

を更新した。そのほか、中央監視装置等の改修工事が実施された。 

 年間有収水量については、給水件数が 123 件増加したものの給水人口は 341 人減少しており、

78,023㎥（2.5％）の減少となっている。 

有収率は、80.8％と 2.2ポイント上昇しており、さらなる漏水調査等の努力を願うものである。 

 少子化等による人口減少に加え、節水型社会の進行など水需要については今後さらに厳しい状況が

続くものと思われるが、安全で安心なおいしい水の安定供給を事業の柱に据えて、よりよい水道サー

ビスに努められたい。 

 

 

２ 下水道事業会計 

 

 本市下水道事業は、居住環境の改善や公衆衛生の向上を図り、快適な生活環境を確保するための施

設であるとともに、公共用水域の水質を保全するための都市における根幹的な施設であり、環境への

負荷が少ない循環型社会を形成し「安全で快適なまちづくり」を進めるうえで、その果たす役割は、

ますます重要なものとなってきている。 

平成 20 年度から公共下水道事業が地方公営企業法適用の企業会計方式に移行しており、さらに、平

成 21年度からは農業集落排水事業を加え、下水道事業全体の経営課題を把握すべく努めている。 
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 当年度の決算状況は、事業収益は 10億 1,053万 6千円で、事業費用は 10億 83万円であり、その結

果 970 万 7 千円の純利益を計上した。前年度繰越利益剰余金の 9,062 万円 8 千円を加えた令和元年度

未処分利益剰余金は 1億 33万 4千円となっている。 

公共下水道事業の処理区域内人口は、前年度と比べると 184 人減少の 20,426 人、水洗化人口は 21

人増加の 17,379 人で、水洗化率は 0.9 ポイント上昇し 85.1％となっている。今後とも水洗化率の向

上に努められたい。また、農業集落排水事業に係る水洗化率は 100％で、処理区域内人口等は横ばい

である。 

工事関係については、汚水管渠工事 7 件、公共汚水枡設置工事 1 件、汚水管渠改築工事 1 件、マン

ホール鉄蓋改築工事 1 件、マンホール高調整工事 1 件を実施している。また、吉野川左岸雨水幹線に

かかる雨水函渠工事 1件を実施している。 

農業集落排水事業については、排水処理施設管理業務を委託している。 


